
特
許
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
新
旧
対
照
条
文
（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

○
特
許
法
（
昭
和
三
十
四
年
法
律
第
百
二
十
一
号

（
第
二
条
関
係
）

）

改

正

案

現

行

（
手
続
の
補
正
）

（
手
続
の
補
正
）

第
十
七
条

手
続
を
し
た
者
は
、
事
件
が
特
許
庁
に
係
属
し
て
い
る
場
合
に

第
十
七
条

手
続
を
し
た
者
は
、
事
件
が
特
許
庁
に
係
属
し
て
い
る
場
合
に

限
り
、
そ
の
補
正
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
次
条
か
ら
第
十
七

限
り
、
そ
の
補
正
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
次
条
か
ら
第
十
七

条
の
四
ま
で
の
規
定
に
よ
り
補
正
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
場
合
を
除
き
、

条
の
四
ま
で
の
規
定
に
よ
り
補
正
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
場
合
を
除
き
、

願
書
に
添
付
し
た
明
細
書
、
特
許
請
求
の
範
囲
、
図
面
若
し
く
は
要
約
書

願
書
に
添
付
し
た
明
細
書
、
図
面
若
し
く
は
要
約
書
又
は
第
百
二
十
条
の

又
は
第
百
二
十
条
の
四
第
二
項
若
し
く
は
第
百
三
十
四
条
第
二
項
の
訂
正

四
第
二
項
若
し
く
は
第
百
三
十
四
条
第
二
項
の
訂
正
若
し
く
は
第
百
二
十

若
し
く
は
第
百
二
十
六
条
第
一
項
の
審
判
の
請
求
書
に
添
付
し
た
訂
正
し

六
条
第
一
項
の
審
判
の
請
求
書
に
添
付
し
た
訂
正
し
た
明
細
書
若
し
く
は

た
明
細
書
、
特
許
請
求
の
範
囲
若
し
く
は
図
面
に
つ
い
て
補
正
を
す
る
こ

図
面
に
つ
い
て
補
正
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

と
が
で
き
な
い
。

２
〜
４

（
略
）

２
〜
４

（
略
）

（
願
書
に
添
付
し
た
明
細
書
、
特
許
請
求
の
範
囲
又
は
図
面
の
補
正
）

（
願
書
に
添
付
し
た
明
細
書
又
は
図
面
の
補
正
）

第
十
七
条
の
二

特
許
出
願
人
は
、
特
許
を
す
べ
き
旨
の
査
定
の
謄
本
の
送

第
十
七
条
の
二

特
許
出
願
人
は
、
特
許
を
す
べ
き
旨
の
査
定
の
謄
本
の
送

達
前
に
お
い
て
は
、
願
書
に
添
付
し
た
明
細
書
、
特
許
請
求
の
範
囲
又
は

達
前
に
お
い
て
は
、
願
書
に
添
付
し
た
明
細
書
又
は
図
面
に
つ
い
て
補
正

図
面
に
つ
い
て
補
正
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
第
五
十
条
の
規

を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
第
五
十
条
の
規
定
に
よ
る
通
知
を
受

定
に
よ
る
通
知
を
受
け
た
後
は
、
次
に
掲
げ
る
場
合
に
限
り
、
補
正
を
す

け
た
後
は
、
次
に
掲
げ
る
場
合
に
限
り
、
補
正
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

る
こ
と
が
で
き
る
。

一
〜
四

（
略
）

一
〜
四

（
略
）

２

第
三
十
六
条
の
二
第
二
項
の
外
国
語
書
面
出
願
の
出
願
人
が
、
誤
訳
の

２

第
三
十
六
条
の
二
第
二
項
の
外
国
語
書
面
出
願
の
出
願
人
が
、
誤
訳
の

訂
正
を
目
的
と
し
て
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
明
細
書
、
特
許
請
求
の
範
囲

訂
正
を
目
的
と
し
て
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
明
細
書
又
は
図
面
に
つ
い
て

又
は
図
面
に
つ
い
て
補
正
を
す
る
と
き
は
、
そ
の
理
由
を
記
載
し
た
誤
訳

補
正
を
す
る
と
き
は
、
そ
の
理
由
を
記
載
し
た
誤
訳
訂
正
書
を
提
出
し
な

訂
正
書
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
明
細
書
、
特
許
請
求
の
範
囲
又
は
図
面
に
つ
い

３

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
明
細
書
又
は
図
面
に
つ
い
て
補
正
を
す
る
と
き

て
補
正
を
す
る
と
き
は
、
誤
訳
訂
正
書
を
提
出
し
て
す
る
場
合
を
除
き
、

は
、
誤
訳
訂
正
書
を
提
出
し
て
す
る
場
合
を
除
き
、
願
書
に
最
初
に
添
付

願
書
に
最
初
に
添
付
し
た
明
細
書
、
特
許
請
求
の
範
囲
又
は
図
面
（
第
三

し
た
明
細
書
又
は
図
面
（
第
三
十
六
条
の
二
第
二
項
の
外
国
語
書
面
出
願

十
六
条
の
二
第
二
項
の
外
国
語
書
面
出
願
に
あ
つ
て
は
、
同
条
第
四
項
の

に
あ
つ
て
は
、
同
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
明
細
書
及
び
図
面
と
み
な
さ

規
定
に
よ
り
明
細
書
、
特
許
請
求
の
範
囲
及
び
図
面
と
み
な
さ
れ
た
同
条

れ
た
同
条
第
二
項
に
規
定
す
る
外
国
語
書
面
の
翻
訳
文
（
誤
訳
訂
正
書
を



第
二
項
に
規
定
す
る
外
国
語
書
面
の
翻
訳
文
（
誤
訳
訂
正
書
を
提
出
し
て

提
出
し
て
明
細
書
又
は
図
面
に
つ
い
て
補
正
を
し
た
場
合
に
あ
つ
て
は
、

明
細
書
、
特
許
請
求
の
範
囲
又
は
図
面
に
つ
い
て
補
正
を
し
た
場
合
に
あ

翻
訳
文
又
は
当
該
補
正
後
の
明
細
書
若
し
く
は
図
面

）
に
記
載
し
た
事

）

つ
て
は
、
翻
訳
文
又
は
当
該
補
正
後
の
明
細
書
、
特
許
請
求
の
範
囲
若
し

項
の
範
囲
内
に
お
い
て
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

く
は
図
面

）
に
記
載
し
た
事
項
の
範
囲
内
に
お
い
て
し
な
け
れ
ば
な
ら

）

な
い
。

４
〜
５

（
略
）

４
〜
５
（
略
）

（
訂
正
に
係
る
明
細
書
、
特
許
請
求
の
範
囲
又
は
図
面
の
補
正
）

（
訂
正
に
係
る
明
細
書
又
は
図
面
の
補
正
）

第
十
七
条
の
四

特
許
権
者
は
、
第
百
二
十
条
の
四
第
一
項
及
び
同
条
第
三

第
十
七
条
の
四

特
許
権
者
は
、
第
百
二
十
条
の
四
第
一
項
及
び
同
条
第
三

項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
百
六
十
五
条
の
規
定
に
よ
り
指
定
さ
れ
た
期
間

項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
百
六
十
五
条
の
規
定
に
よ
り
指
定
さ
れ
た
期
間

内
に
限
り
、
第
百
二
十
条
の
四
第
二
項
の
訂
正
の
請
求
書
に
添
付
し
た
訂

内
に
限
り
、
第
百
二
十
条
の
四
第
二
項
の
訂
正
の
請
求
書
に
添
付
し
た
訂

正
し
た
明
細
書
、
特
許
請
求
の
範
囲
又
は
図
面
に
つ
い
て
補
正
を
す
る
こ

正
し
た
明
細
書
又
は
図
面
に
つ
い
て
補
正
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

と
が
で
き
る
。

２

第
百
二
十
三
条
第
一
項
の
審
判
の
被
請
求
人
は
、
第
百
三
十
四
条
第
一

２

第
百
二
十
三
条
第
一
項
の
審
判
の
被
請
求
人
は
、
第
百
三
十
四
条
第
一

項
、
同
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
百
六
十
五
条
又
は
第
百
五
十
三

項
、
同
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
百
六
十
五
条
又
は
第
百
五
十
三

条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
さ
れ
た
期
間
内
に
限
り
、
第
百
三
十
四
条

条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
さ
れ
た
期
間
内
に
限
り
、
第
百
三
十
四
条

第
二
項
の
訂
正
の
請
求
書
に
添
付
し
た
訂
正
し
た
明
細
書
、
特
許
請
求
の

第
二
項
の
訂
正
の
請
求
書
に
添
付
し
た
訂
正
し
た
明
細
書
又
は
図
面
に
つ

範
囲
又
は
図
面
に
つ
い
て
補
正
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

い
て
補
正
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

３

第
百
二
十
六
条
第
一
項
の
審
判
の
請
求
人
は
、
第
百
五
十
六
条
第
一
項

３

第
百
二
十
六
条
第
一
項
の
審
判
の
請
求
人
は
、
第
百
五
十
六
条
第
一
項

の
規
定
に
よ
る
通
知
が
あ
る
前
（
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
審
理
の
再

の
規
定
に
よ
る
通
知
が
あ
る
前
（
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
審
理
の
再

開
が
さ
れ
た
場
合
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
後
更
に
同
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

開
が
さ
れ
た
場
合
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
後
更
に
同
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

る
通
知
が
あ
る
前
）
に
限
り
、
第
百
二
十
六
条
第
一
項
の
審
判
の
請
求
書

る
通
知
が
あ
る
前
）
に
限
り
、
第
百
二
十
六
条
第
一
項
の
審
判
の
請
求
書

に
添
付
し
た
訂
正
し
た
明
細
書
、
特
許
請
求
の
範
囲
又
は
図
面
に
つ
い
て

に
添
付
し
た
訂
正
し
た
明
細
書
又
は
図
面
に
つ
い
て
補
正
を
す
る
こ
と
が

補
正
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

で
き
る
。

（
特
許
証
の
交
付
）

（
特
許
証
の
交
付
）

第
二
十
八
条

特
許
庁
長
官
は
、
特
許
権
の
設
定
の
登
録
が
あ
つ
た
と
き
、

第
二
十
八
条

特
許
庁
長
官
は
、
特
許
権
の
設
定
の
登
録
が
あ
つ
た
と
き
、

又
は
願
書
に
添
付
し
た
明
細
書
、
特
許
請
求
の
範
囲
若
し
く
は
図
面
の
訂

又
は
願
書
に
添
付
し
た
明
細
書
若
し
く
は
図
面
の
訂
正
を
す
べ
き
旨
の
決

正
を
す
べ
き
旨
の
決
定
若
し
く
は
審
決
が
確
定
し
た
場
合
に
お
い
て
、
そ

定
若
し
く
は
審
決
が
確
定
し
た
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
登
録
が
あ
つ
た
と

の
登
録
が
あ
つ
た
と
き
は
、
特
許
権
者
に
対
し
、
特
許
証
を
交
付
す
る
。

き
は
、
特
許
権
者
に
対
し
、
特
許
証
を
交
付
す
る
。

２

（
略
）

２

（
略
）



第
二
十
九
条
の
二

特
許
出
願
に
係
る
発
明
が
当
該
特
許
出
願
の
日
前
の
他

第
二
十
九
条
の
二

特
許
出
願
に
係
る
発
明
が
当
該
特
許
出
願
の
日
前
の
他

の
特
許
出
願
又
は
実
用
新
案
登
録
出
願
で
あ
つ
て
当
該
特
許
出
願
後
に
第

の
特
許
出
願
又
は
実
用
新
案
登
録
出
願
で
あ
つ
て
当
該
特
許
出
願
後
に
第

六
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
同
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
掲
載
し
た

六
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
同
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
掲
載
し
た

特
許
公
報
（
以
下
「
特
許
掲
載
公
報
」
と
い
う

）
の
発
行
若
し
く
は
出

特
許
公
報
（
以
下
「
特
許
掲
載
公
報
」
と
い
う

）
の
発
行
若
し
く
は
出

。

。

願
公
開
又
は
実
用
新
案
法
（
昭
和
三
十
四
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
十

願
公
開
又
は
実
用
新
案
法
（
昭
和
三
十
四
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
十

四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
同
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
掲
載
し
た
実
用

四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
同
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
掲
載
し
た
実
用

新
案
公
報
（
以
下
「
実
用
新
案
掲
載
公
報
」
と
い
う

）
の
発
行
が
さ
れ

新
案
公
報
（
以
下
「
実
用
新
案
掲
載
公
報
」
と
い
う

）
の
発
行
が
さ
れ

。

。

た
も
の
の
願
書
に
最
初
に
添
付
し
た
明
細
書
、
特
許
請
求
の
範
囲
若
し
く

た
も
の
の
願
書
に
最
初
に
添
付
し
た
明
細
書
又
は
図
面
（
第
三
十
六
条
の

は
実
用
新
案
登
録
請
求
の
範
囲
又
は
図
面
（
第
三
十
六
条
の
二
第
二
項
の

二
第
二
項
の
外
国
語
書
面
出
願
に
あ
つ
て
は
、
同
条
第
一
項
の
外
国
語
書

外
国
語
書
面
出
願
に
あ
つ
て
は
、
同
条
第
一
項
の
外
国
語
書
面
）
に
記
載

面
）
に
記
載
さ
れ
た
発
明
又
は
考
案
（
そ
の
発
明
又
は
考
案
を
し
た
者
が

さ
れ
た
発
明
又
は
考
案
（
そ
の
発
明
又
は
考
案
を
し
た
者
が
当
該
特
許
出

当
該
特
許
出
願
に
係
る
発
明
の
発
明
者
と
同
一
の
者
で
あ
る
場
合
に
お
け

願
に
係
る
発
明
の
発
明
者
と
同
一
の
者
で
あ
る
場
合
に
お
け
る
そ
の
発
明

る
そ
の
発
明
又
は
考
案
を
除
く

）
と
同
一
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
発
明

。

又
は
考
案
を
除
く

）
と
同
一
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
発
明
に
つ
い
て
は

に
つ
い
て
は
、
前
条
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
特
許
を
受
け
る
こ

。

、
前
条
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
特
許
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
な

と
が
で
き
な
い
。
た
だ
し
、
当
該
特
許
出
願
の
時
に
そ
の
出
願
人
と
当
該

い
。
た
だ
し
、
当
該
特
許
出
願
の
時
に
そ
の
出
願
人
と
当
該
他
の
特
許
出

他
の
特
許
出
願
又
は
実
用
新
案
登
録
出
願
の
出
願
人
と
が
同
一
の
者
で
あ

願
又
は
実
用
新
案
登
録
出
願
の
出
願
人
と
が
同
一
の
者
で
あ
る
と
き
は
、

る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

こ
の
限
り
で
な
い
。

（
特
許
出
願
）

（
特
許
出
願
）

第
三
十
六
条

（
略
）

第
三
十
六
条

（
略
）

２

願
書
に
は
、
明
細
書
、
特
許
請
求
の
範
囲
、
必
要
な
図
面
及
び
要
約
書

２

願
書
に
は
、
明
細
書
、
必
要
な
図
面
及
び
要
約
書
を
添
付
し
な
け
れ
ば

を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

な
ら
な
い
。

３

前
項
の
明
細
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

３

前
項
の
明
細
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

い
。

一
〜
三

（
略
）

一
〜
三

（
略
）

四

特
許
請
求
の
範
囲

４

（
略
）

４

（
略
）

５

第
二
項
の
特
許
請
求
の
範
囲
に
は
、
請
求
項
に
区
分
し
て
、
各
請
求
項

５

第
三
項
第
四
号
の
特
許
請
求
の
範
囲
に
は
、
請
求
項
に
区
分
し
て
、
各

ご
と
に
特
許
出
願
人
が
特
許
を
受
け
よ
う
と
す
る
発
明
を
特
定
す
る
た
め

請
求
項
ご
と
に
特
許
出
願
人
が
特
許
を
受
け
よ
う
と
す
る
発
明
を
特
定
す

に
必
要
と
認
め
る
事
項
の
す
べ
て
を
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の

る
た
め
に
必
要
と
認
め
る
事
項
の
す
べ
て
を
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

場
合
に
お
い
て
、
一
の
請
求
項
に
係
る
発
明
と
他
の
請
求
項
に
係
る
発
明

。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
一
の
請
求
項
に
係
る
発
明
と
他
の
請
求
項
に
係

と
が
同
一
で
あ
る
記
載
と
な
る
こ
と
を
妨
げ
な
い
。

る
発
明
と
が
同
一
で
あ
る
記
載
と
な
る
こ
と
を
妨
げ
な
い
。



６

第
二
項
の
特
許
請
求
の
範
囲
の
記
載
は
、
次
の
各
号
に
適
合
す
る
も
の

６

第
三
項
第
四
号
の
特
許
請
求
の
範
囲
の
記
載
は
、
次
の
各
号
に
適
合
す

で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
〜
四

（
略
）

一
〜
四

（
略
）

７

第
二
項
の
要
約
書
に
は
、
明
細
書
、
特
許
請
求
の
範
囲
又
は
図
面
に
記

７

第
二
項
の
要
約
書
に
は
、
明
細
書
又
は
図
面
に
記
載
し
た
発
明
の
概
要

載
し
た
発
明
の
概
要
そ
の
他
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
事
項
を
記
載
し
な

そ
の
他
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
事
項
を
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
三
十
六
条
の
二

特
許
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
前
条
第
二
項
の
明
細

第
三
十
六
条
の
二

特
許
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
前
条
第
二
項
の
明
細

書
、
特
許
請
求
の
範
囲
、
必
要
な
図
面
及
び
要
約
書
に
代
え
て
、
同
条
第

書
、
必
要
な
図
面
及
び
要
約
書
に
代
え
て
、
同
条
第
三
項
か
ら
第
六
項
ま

三
項
か
ら
第
六
項
ま
で
の
規
定
に
よ
り
明
細
書
又
は
特
許
請
求
の
範
囲
に

で
の
規
定
に
よ
り
明
細
書
に
記
載
す
べ
き
も
の
と
さ
れ
る
事
項
を
経
済
産

記
載
す
べ
き
も
の
と
さ
れ
る
事
項
を
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
外
国
語
で

業
省
令
で
定
め
る
外
国
語
で
記
載
し
た
書
面
及
び
必
要
な
図
面
で
こ
れ
に

（

「

」

記
載
し
た
書
面
及
び
必
要
な
図
面
で
こ
れ
に
含
ま
れ
る
説
明
を
そ
の
外
国

含
ま
れ
る
説
明
を
そ
の
外
国
語
で
記
載
し
た
も
の

以
下

外
国
語
書
面

語
で
記
載
し
た
も
の
（
以
下
「
外
国
語
書
面
」
と
い
う

）
並
び
に
同
条

と
い
う

）
並
び
に
同
条
第
七
項
の
規
定
に
よ
り
要
約
書
に
記
載
す
べ
き

。

。

第
七
項
の
規
定
に
よ
り
要
約
書
に
記
載
す
べ
き
も
の
と
さ
れ
る
事
項
を
そ

も
の
と
さ
れ
る
事
項
を
そ
の
外
国
語
で
記
載
し
た
書
面
（
以
下
「
外
国
語

の
外
国
語
で
記
載
し
た
書
面
（
以
下
「
外
国
語
要
約
書
面
」
と
い
う

）

要
約
書
面
」
と
い
う

）
を
願
書
に
添
付
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

。

。

を
願
書
に
添
付
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２
〜
３

（
略
）

２
〜
３

（
略
）

４

第
二
項
に
規
定
す
る
外
国
語
書
面
の
翻
訳
文
は
前
条
第
二
項
の
規
定
に

４

第
二
項
に
規
定
す
る
外
国
語
書
面
の
翻
訳
文
は
前
条
第
二
項
の
規
定
に

よ
り
願
書
に
添
付
し
て
提
出
し
た
明
細
書
、
特
許
請
求
の
範
囲
及
び
図
面

よ
り
願
書
に
添
付
し
て
提
出
し
た
明
細
書
及
び
図
面
と
、
第
二
項
に
規
定

と
、
第
二
項
に
規
定
す
る
外
国
語
要
約
書
面
の
翻
訳
文
は
前
条
第
二
項
の

す
る
外
国
語
要
約
書
面
の
翻
訳
文
は
前
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
願
書
に

規
定
に
よ
り
願
書
に
添
付
し
て
提
出
し
た
要
約
書
と
み
な
す
。

添
付
し
て
提
出
し
た
要
約
書
と
み
な
す
。

（
特
許
出
願
等
に
基
づ
く
優
先
権
主
張
）

（
特
許
出
願
等
に
基
づ
く
優
先
権
主
張
）

第
四
十
一
条

特
許
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
場
合
を
除
き

第
四
十
一
条

特
許
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
場
合
を
除
き

、
そ
の
特
許
出
願
に
係
る
発
明
に
つ
い
て
、
そ
の
者
が
特
許
又
は
実
用
新

、
そ
の
特
許
出
願
に
係
る
発
明
に
つ
い
て
、
そ
の
者
が
特
許
又
は
実
用
新

案
登
録
を
受
け
る
権
利
を
有
す
る
特
許
出
願
又
は
実
用
新
案
登
録
出
願
で

案
登
録
を
受
け
る
権
利
を
有
す
る
特
許
出
願
又
は
実
用
新
案
登
録
出
願
で

あ
つ
て
先
に
さ
れ
た
も
の
（
以
下
「
先
の
出
願
」
と
い
う

）
の
願
書
に

あ
つ
て
先
に
さ
れ
た
も
の
（
以
下
「
先
の
出
願
」
と
い
う

）
の
願
書
に

。

。

最
初
に
添
付
し
た
明
細
書
、
特
許
請
求
の
範
囲
若
し
く
は
実
用
新
案
登
録

最
初
に
添
付
し
た
明
細
書
又
は
図
面
（
先
の
出
願
が
外
国
語
書
面
出
願
で

請
求
の
範
囲
又
は
図
面
（
先
の
出
願
が
外
国
語
書
面
出
願
で
あ
る
場
合
に

あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
外
国
語
書
面
）
に
記
載
さ
れ
た
発
明
に
基
づ
い

あ
つ
て
は
、
外
国
語
書
面
）
に
記
載
さ
れ
た
発
明
に
基
づ
い
て
優
先
権
を

て
優
先
権
を
主
張
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

主
張
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

一
〜
五

（
略
）

一
〜
五

（
略
）



２

前
項
の
規
定
に
よ
る
優
先
権
の
主
張
を
伴
う
特
許
出
願
に
係
る
発
明
の

２

前
項
の
規
定
に
よ
る
優
先
権
の
主
張
を
伴
う
特
許
出
願
に
係
る
発
明
の

う
ち
、
当
該
優
先
権
の
主
張
の
基
礎
と
さ
れ
た
先
の
出
願
の
願
書
に
最
初

う
ち
、
当
該
優
先
権
の
主
張
の
基
礎
と
さ
れ
た
先
の
出
願
の
願
書
に
最
初

に
添
付
し
た
明
細
書
、
特
許
請
求
の
範
囲
若
し
く
は
実
用
新
案
登
録
請
求

に
添
付
し
た
明
細
書
又
は
図
面
（
当
該
先
の
出
願
が
外
国
語
書
面
出
願
で

の
範
囲
又
は
図
面
（
当
該
先
の
出
願
が
外
国
語
書
面
出
願
で
あ
る
場
合
に

あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
外
国
語
書
面
）
に
記
載
さ
れ
た
発
明
（
当
該
先

あ
つ
て
は
、
外
国
語
書
面
）
に
記
載
さ
れ
た
発
明
（
当
該
先
の
出
願
が
同

の
出
願
が
同
項
若
し
く
は
実
用
新
案
法
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
優

項
若
し
く
は
実
用
新
案
法
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
優
先
権
の
主
張

先
権
の
主
張
又
は
第
四
十
三
条
第
一
項
若
し
く
は
第
四
十
三
条
の
二
第
一

又
は
第
四
十
三
条
第
一
項
若
し
く
は
第
四
十
三
条
の
二
第
一
項
若
し
く
は

項
若
し
く
は
第
二
項
（
同
法
第
十
一
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合

第
二
項
（
同
法
第
十
一
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む

）

を
含
む

）
の
規
定
に
よ
る
優
先
権
の
主
張
を
伴
う
出
願
で
あ
る
場
合
に

。

。

の
規
定
に
よ
る
優
先
権
の
主
張
を
伴
う
出
願
で
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
先

は
、
当
該
先
の
出
願
に
つ
い
て
の
優
先
権
の
主
張
の
基
礎
と
さ
れ
た
出
願

の
出
願
に
つ
い
て
の
優
先
権
の
主
張
の
基
礎
と
さ
れ
た
出
願
に
係
る
出
願

に
係
る
出
願
の
際
の
書
類
（
明
細
書
又
は
図
面
に
相
当
す
る
も
の
に
限
る

の
際
の
書
類
（
明
細
書
、
特
許
請
求
の
範
囲
若
し
く
は
実
用
新
案
登
録
請

）
に
記
載
さ
れ
た
発
明
を
除
く

）
に
つ
い
て
の
第
二
十
九
条
、
第
二

。

。

求
の
範
囲
又
は
図
面
に
相
当
す
る
も
の
に
限
る

）
に
記
載
さ
れ
た
発
明

十
九
条
の
二
本
文
、
第
三
十
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
、
第
三
十
九
条

。

を
除
く

）
に
つ
い
て
の
第
二
十
九
条
、
第
二
十
九
条
の
二
本
文
、
第
三

第
一
項
か
ら
第
四
項
ま
で
、
第
六
十
九
条
第
二
項
第
二
号
、
第
七
十
二
条

。

十
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
、
第
三
十
九
条
第
一
項
か
ら
第
四
項
ま
で

、
第
七
十
九
条
、
第
八
十
一
条
、
第
八
十
二
条
第
一
項
、
第
百
四
条
（
第

、
第
六
十
九
条
第
二
項
第
二
号
、
第
七
十
二
条
、
第
七
十
九
条
、
第
八
十

六
十
五
条
第
五
項
（
第
百
八
十
四
条
の
十
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場

一
条
、
第
八
十
二
条
第
一
項
、
第
百
四
条
（
第
六
十
五
条
第
五
項
（
第
百

合
を
含
む

）
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む

）
及
び
第
百
二
十
六

。

。

八
十
四
条
の
十
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む

）
に
お
い
て

条
第
四
項
（
第
十
七
条
の
二
第
五
項
、
第
百
二
十
条
の
四
第
三
項
及
び
第

。

準
用
す
る
場
合
を
含
む

）
及
び
第
百
二
十
六
条
第
四
項
（
第
十
七
条
の

百
三
十
四
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む

、
同
法
第
七

。

。）

二
第
五
項
、
第
百
二
十
条
の
四
第
三
項
及
び
第
百
三
十
四
条
第
五
項
に
お

条
第
三
項
及
び
第
十
七
条
、
意
匠
法
（
昭
和
三
十
四
年
法
律
第
百
二
十
五

い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む

、
同
法
第
七
条
第
三
項
及
び
第
十
七
条

号
）
第
二
十
六
条
、
第
三
十
一
条
第
二
項
及
び
第
三
十
二
条
第
二
項
並
び

。）

、
意
匠
法
（
昭
和
三
十
四
年
法
律
第
百
二
十
五
号
）
第
二
十
六
条
、
第
三

に
商
標
法
（
昭
和
三
十
四
年
法
律
第
百
二
十
七
号
）
第
二
十
九
条
並
び
に

十
一
条
第
二
項
及
び
第
三
十
二
条
第
二
項
並
び
に
商
標
法
（
昭
和
三
十
四

第
三
十
三
条
の
二
第
一
項
及
び
第
三
十
三
条
の
三
第
一
項
（
同
法
第
六
十

年
法
律
第
百
二
十
七
号
）
第
二
十
九
条
並
び
に
第
三
十
三
条
の
二
第
一
項

八
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む

）
の
規
定
の
適
用
に
つ

。

及
び
第
三
十
三
条
の
三
第
一
項
（
同
法
第
六
十
八
条
第
三
項
に
お
い
て
準

い
て
は
、
当
該
特
許
出
願
は
、
当
該
先
の
出
願
の
時
に
さ
れ
た
も
の
と
み

用
す
る
場
合
を
含
む

）
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
当
該
特
許
出
願

な
す
。

。

は
、
当
該
先
の
出
願
の
時
に
さ
れ
た
も
の
と
み
な
す
。

３

第
一
項
の
規
定
に
よ
る
優
先
権
の
主
張
を
伴
う
特
許
出
願
の
願
書
に
最

３

第
一
項
の
規
定
に
よ
る
優
先
権
の
主
張
を
伴
う
特
許
出
願
の
願
書
に
最

初
に
添
付
し
た
明
細
書
、
特
許
請
求
の
範
囲
又
は
図
面
（
外
国
語
書
面
出

初
に
添
付
し
た
明
細
書
又
は
図
面
（
外
国
語
書
面
出
願
に
あ
つ
て
は
、
外

願
に
あ
つ
て
は
、
外
国
語
書
面
）
に
記
載
さ
れ
た
発
明
の
う
ち
、
当
該
優

国
語
書
面
）
に
記
載
さ
れ
た
発
明
の
う
ち
、
当
該
優
先
権
の
主
張
の
基
礎

先
権
の
主
張
の
基
礎
と
さ
れ
た
先
の
出
願
の
願
書
に
最
初
に
添
付
し
た
明

と
さ
れ
た
先
の
出
願
の
願
書
に
最
初
に
添
付
し
た
明
細
書
又
は
図
面
（
当

細
書
、
特
許
請
求
の
範
囲
若
し
く
は
実
用
新
案
登
録
請
求
の
範
囲
又
は
図

該
先
の
出
願
が
外
国
語
書
面
出
願
で
あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
外
国
語
書

面
（
当
該
先
の
出
願
が
外
国
語
書
面
出
願
で
あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
外

面
）
に
記
載
さ
れ
た
発
明
（
当
該
先
の
出
願
が
同
項
若
し
く
は
実
用
新
案



国
語
書
面
）
に
記
載
さ
れ
た
発
明
（
当
該
先
の
出
願
が
同
項
若
し
く
は
実

法
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
優
先
権
の
主
張
又
は
第
四
十
三
条
第
一

用
新
案
法
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
優
先
権
の
主
張
又
は
第
四
十
三

項
若
し
く
は
第
四
十
三
条
の
二
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
（
同
法
第
十
一

条
第
一
項
若
し
く
は
第
四
十
三
条
の
二
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
（
同
法

条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む

）
の
規
定
に
よ
る
優
先
権

。

第
十
一
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む

）
の
規
定
に
よ
る

の
主
張
を
伴
う
出
願
で
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
先
の
出
願
に
つ
い
て
の
優

。

優
先
権
の
主
張
を
伴
う
出
願
で
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
先
の
出
願
に
つ
い

先
権
の
主
張
の
基
礎
と
さ
れ
た
出
願
に
係
る
出
願
の
際
の
書
類
（
明
細
書

て
の
優
先
権
の
主
張
の
基
礎
と
さ
れ
た
出
願
に
係
る
出
願
の
際
の
書
類

又
は
図
面
に
相
当
す
る
も
の
に
限
る

）
に
記
載
さ
れ
た
発
明
を
除
く

）

。

。

（
明
細
書
、
特
許
請
求
の
範
囲
若
し
く
は
実
用
新
案
登
録
請
求
の
範
囲
又

に
つ
い
て
は
、
当
該
特
許
出
願
に
つ
い
て
特
許
掲
載
公
報
の
発
行
又
は
出

は
図
面
に
相
当
す
る
も
の
に
限
る

）
に
記
載
さ
れ
た
発
明
を
除
く

）

願
公
開
が
さ
れ
た
時
に
当
該
先
の
出
願
に
つ
い
て
出
願
公
開
又
は
実
用
新

。

。

に
つ
い
て
は
、
当
該
特
許
出
願
に
つ
い
て
特
許
掲
載
公
報
の
発
行
又
は
出

案
掲
載
公
報
の
発
行
が
さ
れ
た
も
の
と
み
な
し
て
、
第
二
十
九
条
の
二
本

願
公
開
が
さ
れ
た
時
に
当
該
先
の
出
願
に
つ
い
て
出
願
公
開
又
は
実
用
新

文
又
は
同
法
第
三
条
の
二
本
文
の
規
定
を
適
用
す
る
。

案
掲
載
公
報
の
発
行
が
さ
れ
た
も
の
と
み
な
し
て
、
第
二
十
九
条
の
二
本

文
又
は
同
法
第
三
条
の
二
本
文
の
規
定
を
適
用
す
る
。

４

（
略
）

４

（
略
）

（
パ
リ
条
約
に
よ
る
優
先
権
主
張
の
手
続
）

（
パ
リ
条
約
に
よ
る
優
先
権
主
張
の
手
続
）

第
四
十
三
条

（
略
）

第
四
十
三
条

（
略
）

２

前
項
の
規
定
に
よ
る
優
先
権
の
主
張
を
し
た
者
は
、
最
初
に
出
願
を
し

２

前
項
の
規
定
に
よ
る
優
先
権
の
主
張
を
し
た
者
は
、
最
初
に
出
願
を
し

、
若
し
く
は
パ
リ
条
約
第
四
条
Ｃ

の
規
定
に
よ
り
最
初
の
出
願
と
み
な

、
若
し
く
は
パ
リ
条
約
第
四
条
Ｃ

の
規
定
に
よ
り
最
初
の
出
願
と
み
な

( )4

( )4

さ
れ
た
出
願
を
し
、
若
し
く
は
同
条
Ａ

の
規
定
に
よ
り
最
初
に
出
願
を

さ
れ
た
出
願
を
し
、
若
し
く
は
同
条
Ａ

の
規
定
に
よ
り
最
初
に
出
願
を

( )2

( )2

し
た
も
の
と
認
め
ら
れ
た
パ
リ
条
約
の
同
盟
国
の
認
証
が
あ
る
出
願
の
年

し
た
も
の
と
認
め
ら
れ
た
パ
リ
条
約
の
同
盟
国
の
認
証
が
あ
る
出
願
の
年

月
日
を
記
載
し
た
書
面
、
そ
の
出
願
の
際
の
書
類
で
明
細
書
、
特
許
請
求

月
日
を
記
載
し
た
書
面
、
発
明
の
明
細
書
及
び
図
面
の
謄
本
又
は
こ
れ
ら

の
範
囲
若
し
く
は
実
用
新
案
登
録
請
求
の
範
囲
及
び
図
面
に
相
当
す
る
も

と
同
様
な
内
容
を
有
す
る
公
報
若
し
く
は
証
明
書
で
あ
つ
て
そ
の
同
盟
国

の
の
謄
本
又
は
こ
れ
ら
と
同
様
な
内
容
を
有
す
る
公
報
若
し
く
は
証
明
書

の
政
府
が
発
行
し
た
も
の
を
次
の
各
号
に
掲
げ
る
日
の
う
ち
最
先
の
日
か

で
あ
つ
て
そ
の
同
盟
国
の
政
府
が
発
行
し
た
も
の
を
次
の
各
号
に
掲
げ
る

ら
一
年
四
月
以
内
に
特
許
庁
長
官
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

日
の
う
ち
最
先
の
日
か
ら
一
年
四
月
以
内
に
特
許
庁
長
官
に
提
出
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

一
〜
三

（
略
）

一
〜
三

（
略
）

３
〜
５

（
略
）

３
〜
５

（
略
）

（
特
許
出
願
の
分
割
）

（
特
許
出
願
の
分
割
）

第
四
十
四
条

特
許
出
願
人
は
、
願
書
に
添
付
し
た
明
細
書
、
特
許
請
求
の

第
四
十
四
条

特
許
出
願
人
は
、
願
書
に
添
付
し
た
明
細
書
又
は
図
面
に
つ

範
囲
又
は
図
面
に
つ
い
て
補
正
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
期
間
内
に
限
り
、

い
て
補
正
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
期
間
内
に
限
り
、
二
以
上
の
発
明
を
包



二
以
上
の
発
明
を
包
含
す
る
特
許
出
願
の
一
部
を
一
又
は
二
以
上
の
新
た

含
す
る
特
許
出
願
の
一
部
を
一
又
は
二
以
上
の
新
た
な
特
許
出
願
と
す
る

な
特
許
出
願
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

こ
と
が
で
き
る
。

２
〜
４

（
略
）

２
〜
４

（
略
）

（
拒
絶
の
査
定
）

（
拒
絶
の
査
定
）

第
四
十
九
条

審
査
官
は
、
特
許
出
願
が
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す

第
四
十
九
条

審
査
官
は
、
特
許
出
願
が
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す

る
と
き
は
、
そ
の
特
許
出
願
に
つ
い
て
拒
絶
を
す
べ
き
旨
の
査
定
を
し
な

る
と
き
は
、
そ
の
特
許
出
願
に
つ
い
て
拒
絶
を
す
べ
き
旨
の
査
定
を
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

そ
の
特
許
出
願
の
願
書
に
添
付
し
た
明
細
書
、
特
許
請
求
の
範
囲
又

一

そ
の
特
許
出
願
の
願
書
に
添
付
し
た
明
細
書
又
は
図
面
に
つ
い
て
し

は
図
面
に
つ
い
て
し
た
補
正
が
第
十
七
条
の
二
第
三
項
に
規
定
す
る
要

た
補
正
が
第
十
七
条
の
二
第
三
項
に
規
定
す
る
要
件
を
満
た
し
て
い
な

件
を
満
た
し
て
い
な
い
と
き
。

い
と
き
。

二
〜
五

（
略
）

二
〜
五

（
略
）

六

そ
の
特
許
出
願
が
外
国
語
書
面
出
願
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該

六

そ
の
特
許
出
願
が
外
国
語
書
面
出
願
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該

特
許
出
願
の
願
書
に
添
付
し
た
明
細
書
、
特
許
請
求
の
範
囲
又
は
図
面

特
許
出
願
の
願
書
に
添
付
し
た
明
細
書
又
は
図
面
に
記
載
し
た
事
項
が

に
記
載
し
た
事
項
が
外
国
語
書
面
に
記
載
し
た
事
項
の
範
囲
内
に
な
い

外
国
語
書
面
に
記
載
し
た
事
項
の
範
囲
内
に
な
い
と
き
。

と
き
。

七

（
略
）

七

（
略
）

（
補
正
の
却
下
）

（
補
正
の
却
下
）

第
五
十
三
条

第
十
七
条
の
二
第
一
項
第
三
号
に
掲
げ
る
場
合
に
お
い
て
、

第
五
十
三
条

第
十
七
条
の
二
第
一
項
第
三
号
に
掲
げ
る
場
合
に
お
い
て
、

願
書
に
添
付
し
た
明
細
書
、
特
許
請
求
の
範
囲
又
は
図
面
に
つ
い
て
し
た

願
書
に
添
付
し
た
明
細
書
又
は
図
面
に
つ
い
て
し
た
補
正
が
同
条
第
三
項

補
正
が
同
条
第
三
項
か
ら
第
五
項
ま
で
の
規
定
に
違
反
し
て
い
る
も
の
と

か
ら
第
五
項
ま
で
の
規
定
に
違
反
し
て
い
る
も
の
と
特
許
を
す
べ
き
旨
の

特
許
を
す
べ
き
旨
の
査
定
の
謄
本
の
送
達
前
に
認
め
ら
れ
た
と
き
は
、
審

査
定
の
謄
本
の
送
達
前
に
認
め
ら
れ
た
と
き
は
、
審
査
官
は
、
決
定
を
も

査
官
は
、
決
定
を
も
つ
て
そ
の
補
正
を
却
下
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

つ
て
そ
の
補
正
を
却
下
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
〜
３

（
略
）

２
〜
３

（
略
）

（
出
願
公
開
）

（
出
願
公
開
）

第
六
十
四
条

（
略
）

第
六
十
四
条

（
略
）

２

出
願
公
開
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
特
許
公
報
に
掲
載
す
る
こ
と
に
よ

２

出
願
公
開
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
特
許
公
報
に
掲
載
す
る
こ
と
に
よ

り
行
う
。
た
だ
し
、
第
四
号
か
ら
第
六
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て

り
行
う
。
た
だ
し
、
第
四
号
か
ら
第
六
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て

は
、
当
該
事
項
を
特
許
公
報
に
掲
載
す
る
こ
と
が
公
の
秩
序
又
は
善
良
の

は
、
当
該
事
項
を
特
許
公
報
に
掲
載
す
る
こ
と
が
公
の
秩
序
又
は
善
良
の

風
俗
を
害
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
特
許
庁
長
官
が
認
め
る
と
き
は
、
こ
の

風
俗
を
害
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
特
許
庁
長
官
が
認
め
る
と
き
は
、
こ
の



限
り
で
な
い
。

限
り
で
な
い
。

一
〜
三

（
略
）

一
〜
三

（
略
）

四

願
書
に
添
付
し
た
明
細
書
及
び
特
許
請
求
の
範
囲
に
記
載
し
た
事
項

四

願
書
に
添
付
し
た
明
細
書
に
記
載
し
た
事
項
及
び
図
面
の
内
容

並
び
に
図
面
の
内
容

五
〜
八

（
略
）

五
〜
八

（
略
）

３

（
略
）

３

（
略
）

（
特
許
権
の
設
定
の
登
録
）

（
特
許
権
の
設
定
の
登
録
）

第
六
十
六
条

（
略
）

第
六
十
六
条

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

３

前
項
の
登
録
が
あ
つ
た
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
特
許
公
報
に
掲

３

前
項
の
登
録
が
あ
つ
た
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
特
許
公
報
に
掲

載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
第
五
号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て

載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
第
五
号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て

は
、
そ
の
特
許
出
願
に
つ
い
て
出
願
公
開
が
さ
れ
て
い
る
と
き
は
、
こ
の

は
、
そ
の
特
許
出
願
に
つ
い
て
出
願
公
開
が
さ
れ
て
い
る
と
き
は
、
こ
の

限
り
で
な
い
。

限
り
で
な
い
。

一
〜
三

（
略
）

一
〜
三

（
略
）

四

願
書
に
添
付
し
た
明
細
書
及
び
特
許
請
求
の
範
囲
に
記
載
し
た
事
項

四

願
書
に
添
付
し
た
明
細
書
に
記
載
し
た
事
項
及
び
図
面
の
内
容

並
び
に
図
面
の
内
容

五
〜
七

（
略
）

五
〜
七

（
略
）

４
〜
６

（
略
）

４
〜
６

（
略
）

（
特
許
発
明
の
技
術
的
範
囲
）

（
特
許
発
明
の
技
術
的
範
囲
）

第
七
十
条

特
許
発
明
の
技
術
的
範
囲
は
、
願
書
に
添
付
し
た
特
許
請
求
の

第
七
十
条

特
許
発
明
の
技
術
的
範
囲
は
、
願
書
に
添
附
し
た
明
細
書
の
特

範
囲
の
記
載
に
基
づ
い
て
定
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

許
請
求
の
範
囲
の
記
載
に
基
い
て
定
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

前
項
の
場
合
に
お
い
て
は
、
願
書
に
添
付
し
た
明
細
書
の
記
載
及
び
図

２

前
項
の
場
合
に
お
い
て
は
、
願
書
に
添
付
し
た
明
細
書
の
特
許
請
求
の

面
を
考
慮
し
て
、
特
許
請
求
の
範
囲
に
記
載
さ
れ
た
用
語
の
意
義
を
解
釈

範
囲
以
外
の
部
分
の
記
載
及
び
図
面
を
考
慮
し
て
、
特
許
請
求
の
範
囲
に

す
る
も
の
と
す
る
。

記
載
さ
れ
た
用
語
の
意
義
を
解
釈
す
る
も
の
と
す
る
。

３

（
略
）

３

（
略
）

（
侵
害
と
み
な
す
行
為
）

（
侵
害
と
み
な
す
行
為
）

第
百
一
条

次
に
掲
げ
る
行
為
は
、
当
該
特
許
権
又
は
専
用
実
施
権
を
侵
害

第
百
一
条

次
に
掲
げ
る
行
為
は
、
当
該
特
許
権
又
は
専
用
実
施
権
を
侵
害

す
る
も
の
と
み
な
す
。

す
る
も
の
と
み
な
す
。

一

（
略
）

一

（
略
）



二

特
許
が
物
の
発
明
に
つ
い
て
さ
れ
て
い
る
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
物

の
生
産
に
用
い
る
物
（
日
本
国
内
に
お
い
て
広
く
一
般
に
流
通
し
て
い

る
も
の
を
除
く

）
で
あ
つ
て
そ
の
発
明
に
よ
る
課
題
の
解
決
に
不
可

。

欠
な
も
の
に
つ
き
、
そ
の
発
明
が
特
許
発
明
で
あ
る
こ
と
及
び
そ
の
物

が
そ
の
発
明
の
実
施
に
用
い
ら
れ
る
こ
と
を
知
り
な
が
ら
、
業
と
し
て

、
そ
の
生
産
、
譲
渡
等
若
し
く
は
輸
入
又
は
譲
渡
等
の
申
出
を
す
る
行

為
三

（
略
）

二

（
略
）

四

特
許
が
方
法
の
発
明
に
つ
い
て
さ
れ
て
い
る
場
合
に
お
い
て
、
そ
の

方
法
の
使
用
に
用
い
る
物
（
日
本
国
内
に
お
い
て
広
く
一
般
に
流
通
し

て
い
る
も
の
を
除
く

）
で
あ
つ
て
そ
の
発
明
に
よ
る
課
題
の
解
決
に

。

不
可
欠
な
も
の
に
つ
き
、
そ
の
発
明
が
特
許
発
明
で
あ
る
こ
と
及
び
そ

の
物
が
そ
の
発
明
の
実
施
に
用
い
ら
れ
る
こ
と
を
知
り
な
が
ら
、
業
と

し
て
、
そ
の
生
産
、
譲
渡
等
若
し
く
は
輸
入
又
は
譲
渡
等
の
申
出
を
す

る
行
為

（
回
復
し
た
特
許
権
の
効
力
の
制
限
）

（
回
復
し
た
特
許
権
の
効
力
の
制
限
）

第
百
十
二
条
の
三

（
略
）

第
百
十
二
条
の
三

（
略
）

２

前
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
回
復
し
た
特
許
権
の
効
力
は
、
第
百
十
二

２

前
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
回
復
し
た
特
許
権
の
効
力
は
、
第
百
十
二

条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
特
許
料
を
追
納
す
る
こ
と
が
で
き
る
期
間
の
経

条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
特
許
料
を
追
納
す
る
こ
と
が
で
き
る
期
間
の
経

過
後
特
許
権
の
回
復
の
登
録
前
に
お
け
る
次
に
掲
げ
る
行
為
に
は
、
及
ば

過
後
特
許
権
の
回
復
の
登
録
前
に
お
け
る
次
に
掲
げ
る
行
為
に
は
、
及
ば

な
い
。

な
い
。

一

（
略
）

一

（
略
）

二

特
許
が
物
の
発
明
に
つ
い
て
さ
れ
て
い
る
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
物

二

特
許
が
物
の
発
明
に
つ
い
て
さ
れ
て
い
る
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
物

の
生
産
に
用
い
る
物
の
生
産
、
譲
渡
等
若
し
く
は
輸
入
又
は
譲
渡
等
の

の
生
産
に
の
み
用
い
る
物
の
生
産
、
譲
渡
等
若
し
く
は
輸
入
又
は
譲
渡

申
出
を
し
た
行
為

等
の
申
出
を
し
た
行
為

三

特
許
が
方
法
の
発
明
に
つ
い
て
さ
れ
て
い
る
場
合
に
お
い
て
、
そ
の

三

特
許
が
方
法
の
発
明
に
つ
い
て
さ
れ
て
い
る
場
合
に
お
い
て
、
そ
の

方
法
の
使
用
に
用
い
る
物
の
生
産
、
譲
渡
等
若
し
く
は
輸
入
又
は
譲
渡

方
法
の
使
用
に
の
み
用
い
る
物
の
生
産
、
譲
渡
等
若
し
く
は
輸
入
又
は

等
の
申
出
を
し
た
行
為

譲
渡
等
の
申
出
を
し
た
行
為

（
特
許
異
議
の
申
立
て
）

（
特
許
異
議
の
申
立
て
）

第
百
十
三
条

何
人
も
、
特
許
掲
載
公
報
の
発
行
の
日
か
ら
六
月
以
内
に
限

第
百
十
三
条

何
人
も
、
特
許
掲
載
公
報
の
発
行
の
日
か
ら
六
月
以
内
に
限



り
、
特
許
庁
長
官
に
、
特
許
が
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
こ
と

り
、
特
許
庁
長
官
に
、
特
許
が
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
こ
と

を
理
由
と
し
て
特
許
異
議
の
申
立
て
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合

を
理
由
と
し
て
特
許
異
議
の
申
立
て
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合

に
お
い
て
、
二
以
上
の
請
求
項
に
係
る
特
許
に
つ
い
て
は
、
請
求
項
ご
と

に
お
い
て
、
二
以
上
の
請
求
項
に
係
る
特
許
に
つ
い
て
は
、
請
求
項
ご
と

に
特
許
異
議
の
申
立
て
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

に
特
許
異
議
の
申
立
て
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

一
〜
四

（
略
）

一
〜
四

（
略
）

五

外
国
語
書
面
出
願
に
係
る
特
許
の
願
書
に
添
付
し
た
明
細
書
、
特
許

五

外
国
語
書
面
出
願
に
係
る
特
許
の
願
書
に
添
付
し
た
明
細
書
又
は
図

請
求
の
範
囲
又
は
図
面
に
記
載
し
た
事
項
が
外
国
語
書
面
に
記
載
し
た

面
に
記
載
し
た
事
項
が
外
国
語
書
面
に
記
載
し
た
事
項
の
範
囲
内
に
な

事
項
の
範
囲
内
に
な
い
こ
と
。

い
こ
と
。

（
意
見
書
の
提
出
等
）

（
意
見
書
の
提
出
等
）

第
百
二
十
条
の
四

（
略
）

第
百
二
十
条
の
四

（
略
）

２

特
許
権
者
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
さ
れ
た
期
間
内
に
限
り
、
願

２

特
許
権
者
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
さ
れ
た
期
間
内
に
限
り
、
願

書
に
添
付
し
た
明
細
書
、
特
許
請
求
の
範
囲
又
は
図
面
の
訂
正
を
請
求
す

書
に
添
付
し
た
明
細
書
又
は
図
面
の
訂
正
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
そ
の
訂
正
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
目
的

た
だ
し
、
そ
の
訂
正
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
目
的
と
す
る
も
の
に
限
る

と
す
る
も
の
に
限
る
。

。

一
〜
三

（
略
）

一
〜
三

（
略
）

３

（
略
）

３

（
略
）

（
特
許
の
無
効
の
審
判
）

（
特
許
の
無
効
の
審
判
）

第
百
二
十
三
条

特
許
が
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
、
そ

第
百
二
十
三
条

特
許
が
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
、
そ

の
特
許
を
無
効
に
す
る
こ
と
に
つ
い
て
審
判
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る

の
特
許
を
無
効
に
す
る
こ
と
に
つ
い
て
審
判
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る

。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
二
以
上
の
請
求
項
に
係
る
も
の
に
つ
い
て
は
、

。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
二
以
上
の
請
求
項
に
係
る
も
の
に
つ
い
て
は
、

請
求
項
ご
と
に
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

請
求
項
ご
と
に
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

一
〜
四

（
略
）

一
〜
四

（
略
）

五

外
国
語
書
面
出
願
に
係
る
特
許
の
願
書
に
添
付
し
た
明
細
書
、
特
許

五

外
国
語
書
面
出
願
に
係
る
特
許
の
願
書
に
添
付
し
た
明
細
書
又
は
図

請
求
の
範
囲
又
は
図
面
に
記
載
し
た
事
項
が
外
国
語
書
面
に
記
載
し
た

面
に
記
載
し
た
事
項
が
外
国
語
書
面
に
記
載
し
た
事
項
の
範
囲
内
に
な

事
項
の
範
囲
内
に
な
い
と
き
。

い
と
き
。

六
〜
七

（
略
）

六
〜
七

（
略
）

八

そ
の
特
許
の
願
書
に
添
付
し
た
明
細
書
、
特
許
請
求
の
範
囲
又
は
図

八

そ
の
特
許
の
願
書
に
添
付
し
た
明
細
書
又
は
図
面
の
訂
正
が
第
百
二

面
の
訂
正
が
第
百
二
十
六
条
第
一
項
た
だ
し
書
若
し
く
は
第
二
項
か
ら

十
六
条
第
一
項
た
だ
し
書
若
し
く
は
第
二
項
か
ら
第
四
項
ま
で
（
第
百

第
四
項
ま
で
（
第
百
二
十
条
の
四
第
三
項
又
は
第
百
三
十
四
条
第
五
項

二
十
条
の
四
第
三
項
又
は
第
百
三
十
四
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る

に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む

、
第
百
二
十
条
の
四
第
二
項
た

場
合
を
含
む

、
第
百
二
十
条
の
四
第
二
項
た
だ
し
書
又
は
第
百
三

。）

。）



だ
し
書
又
は
第
百
三
十
四
条
第
二
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
違
反
し
て
さ

十
四
条
第
二
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
違
反
し
て
さ
れ
た
と
き
。

れ
た
と
き
。

２
〜
３

（
略
）

２
〜
３

（
略
）

（
訂
正
の
審
判
）

（
訂
正
の
審
判
）

第
百
二
十
六
条

特
許
権
者
は
、
特
許
異
議
の
申
立
て
又
は
第
百
二
十
三
条

第
百
二
十
六
条

特
許
権
者
は
、
特
許
異
議
の
申
立
て
又
は
第
百
二
十
三
条

第
一
項
の
審
判
が
特
許
庁
に
係
属
し
て
い
る
場
合
を
除
き
、
願
書
に
添
付

第
一
項
の
審
判
が
特
許
庁
に
係
属
し
て
い
る
場
合
を
除
き
、
願
書
に
添
付

し
た
明
細
書
、
特
許
請
求
の
範
囲
又
は
図
面
の
訂
正
を
す
る
こ
と
に
つ
い

し
た
明
細
書
又
は
図
面
の
訂
正
を
す
る
こ
と
に
つ
い
て
審
判
を
請
求
す
る

て
審
判
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
そ
の
訂
正
は
、
次
に
掲

こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
そ
の
訂
正
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
目
的
と

げ
る
事
項
を
目
的
と
す
る
も
の
に
限
る
。

す
る
も
の
に
限
る
。

一
〜
三

（
略
）

一
〜
三

（
略
）

２

前
項
の
明
細
書
、
特
許
請
求
の
範
囲
又
は
図
面
の
訂
正
は
、
願
書
に
添

２

前
項
の
明
細
書
又
は
図
面
の
訂
正
は
、
願
書
に
添
付
し
た
明
細
書
又
は

付
し
た
明
細
書
、
特
許
請
求
の
範
囲
又
は
図
面
（
同
項
た
だ
し
書
第
二
号

図
面
（
同
項
た
だ
し
書
第
二
号
の
場
合
に
あ
つ
て
は
、
願
書
に
最
初
に
添

の
場
合
に
あ
つ
て
は
、
願
書
に
最
初
に
添
付
し
た
明
細
書
、
特
許
請
求
の

付
し
た
明
細
書
又
は
図
面
（
外
国
語
書
面
出
願
に
係
る
特
許
に
あ
つ
て
は

範
囲
又
は
図
面
（
外
国
語
書
面
出
願
に
係
る
特
許
に
あ
つ
て
は
、
外
国
語

、
外
国
語
書
面

）
に
記
載
し
た
事
項
の
範
囲
内
に
お
い
て
し
な
け
れ
ば

）

書
面

）
に
記
載
し
た
事
項
の
範
囲
内
に
お
い
て
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

な
ら
な
い
。

）

。
３

第
一
項
の
明
細
書
、
特
許
請
求
の
範
囲
又
は
図
面
の
訂
正
は
、
実
質
上

３

第
一
項
の
明
細
書
又
は
図
面
の
訂
正
は
、
実
質
上
特
許
請
求
の
範
囲
を

特
許
請
求
の
範
囲
を
拡
張
し
、
又
は
変
更
す
る
も
の
で
あ
つ
て
は
な
ら
な

拡
張
し
、
又
は
変
更
す
る
も
の
で
あ
つ
て
は
な
ら
な
い
。

い
。

４
〜
５

（
略
）

４
〜
５

（
略
）

第
百
二
十
八
条

願
書
に
添
付
し
た
明
細
書
、
特
許
請
求
の
範
囲
又
は
図
面

第
百
二
十
八
条

願
書
に
添
付
し
た
明
細
書
又
は
図
面
の
訂
正
を
す
べ
き
旨

の
訂
正
を
す
べ
き
旨
の
審
決
が
確
定
し
た
と
き
は
、
そ
の
訂
正
後
に
お
け

の
審
決
が
確
定
し
た
と
き
は
、
そ
の
訂
正
後
に
お
け
る
明
細
書
又
は
図
面

る
明
細
書
、
特
許
請
求
の
範
囲
又
は
図
面
に
よ
り
特
許
出
願
、
出
願
公
開

に
よ
り
特
許
出
願
、
出
願
公
開
、
特
許
を
す
べ
き
旨
の
査
定
又
は
審
決
及

、
特
許
を
す
べ
き
旨
の
査
定
又
は
審
決
及
び
特
許
権
の
設
定
の
登
録
が
さ

び
特
許
権
の
設
定
の
登
録
が
さ
れ
た
も
の
と
み
な
す
。

れ
た
も
の
と
み
な
す
。

（
審
判
請
求
の
方
式
）

（
審
判
請
求
の
方
式
）

第
百
三
十
一
条

（
略
）

第
百
三
十
一
条

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

３

第
百
二
十
六
条
第
一
項
の
審
判
を
請
求
す
る
と
き
は
、
請
求
書
に
訂
正

３

第
百
二
十
六
条
第
一
項
の
審
判
を
請
求
す
る
と
き
は
、
請
求
書
に
訂
正



し
た
明
細
書
、
特
許
請
求
の
範
囲
又
は
図
面
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

し
た
明
細
書
又
は
図
面
を
添
附
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

い
。

（
答
弁
書
の
提
出
等
）

（
答
弁
書
の
提
出
等
）

第
百
三
十
四
条

（
略
）

第
百
三
十
四
条

（
略
）

２

第
百
二
十
三
条
第
一
項
の
審
判
の
被
請
求
人
は
、
前
項
又
は
第
百
五
十

２

第
百
二
十
三
条
第
一
項
の
審
判
の
被
請
求
人
は
、
前
項
又
は
第
百
五
十

三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
さ
れ
た
期
間
内
に
限
り
、
願
書
に
添
付

三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
さ
れ
た
期
間
内
に
限
り
、
願
書
に
添
付

し
た
明
細
書
、
特
許
請
求
の
範
囲
又
は
図
面
の
訂
正
を
請
求
す
る
こ
と
が

し
た
明
細
書
又
は
図
面
の
訂
正
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、

で
き
る
。
た
だ
し
、
そ
の
訂
正
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
目
的
と
す
る
も

そ
の
訂
正
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
目
的
と
す
る
も
の
に
限
る
。

の
に
限
る
。

一
〜
三

（
略
）

一
〜
三

（
略
）

３

審
判
長
は
、
第
一
項
の
答
弁
書
又
は
前
項
の
訂
正
の
請
求
書
に
添
付
さ

３

審
判
長
は
、
第
一
項
の
答
弁
書
又
は
前
項
の
訂
正
の
請
求
書
に
添
付
さ

れ
た
訂
正
し
た
明
細
書
、
特
許
請
求
の
範
囲
若
し
く
は
図
面
を
受
理
し
た

れ
た
訂
正
し
た
明
細
書
若
し
く
は
図
面
を
受
理
し
た
と
き
は
、
そ
の
副
本

と
き
は
、
そ
の
副
本
を
請
求
人
に
送
達
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

を
請
求
人
に
送
達
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４
〜
５

（
略
）

４
〜
５

（
略
）

第
百
六
十
二
条

特
許
庁
長
官
は
、
第
百
二
十
一
条
第
一
項
の
審
判
の
請
求

第
百
六
十
二
条

特
許
庁
長
官
は
、
第
百
二
十
一
条
第
一
項
の
審
判
の
請
求

が
あ
つ
た
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
日
か
ら
三
十
日
以
内
に
そ
の
請
求
に
係

が
あ
つ
た
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
日
か
ら
三
十
日
以
内
に
そ
の
請
求
に
係

る
特
許
出
願
の
願
書
に
添
付
し
た
明
細
書
、
特
許
請
求
の
範
囲
又
は
図
面

る
特
許
出
願
の
願
書
に
添
付
し
た
明
細
書
又
は
図
面
に
つ
い
て
補
正
が
あ

に
つ
い
て
補
正
が
あ
つ
た
と
き
は
、
審
査
官
に
そ
の
請
求
を
審
査
さ
せ
な

つ
た
と
き
は
、
審
査
官
に
そ
の
請
求
を
審
査
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
再
審
に
よ
り
回
復
し
た
特
許
権
の
効
力
の
制
限
）

（
再
審
に
よ
り
回
復
し
た
特
許
権
の
効
力
の
制
限
）

第
百
七
十
五
条

（
略
）

第
百
七
十
五
条

（
略
）

２

取
り
消
し
、
若
し
く
は
無
効
に
し
た
特
許
に
係
る
特
許
権
若
し
く
は
無

２

取
り
消
し
、
若
し
く
は
無
効
に
し
た
特
許
に
係
る
特
許
権
若
し
く
は
無

効
に
し
た
存
続
期
間
の
延
長
登
録
に
係
る
特
許
権
が
再
審
に
よ
り
回
復
し

効
に
し
た
存
続
期
間
の
延
長
登
録
に
係
る
特
許
権
が
再
審
に
よ
り
回
復
し

た
と
き
、
又
は
拒
絶
を
す
べ
き
旨
の
審
決
が
あ
つ
た
特
許
出
願
若
し
く
は

た
と
き
、
又
は
拒
絶
を
す
べ
き
旨
の
審
決
が
あ
つ
た
特
許
出
願
若
し
く
は

特
許
権
の
存
続
期
間
の
延
長
登
録
の
出
願
に
つ
い
て
再
審
に
よ
り
特
許
権

特
許
権
の
存
続
期
間
の
延
長
登
録
の
出
願
に
つ
い
て
再
審
に
よ
り
特
許
権

の
設
定
の
登
録
若
し
く
は
特
許
権
の
存
続
期
間
を
延
長
し
た
旨
の
登
録
が

の
設
定
の
登
録
若
し
く
は
特
許
権
の
存
続
期
間
を
延
長
し
た
旨
の
登
録
が

あ
つ
た
と
き
は
、
特
許
権
の
効
力
は
、
当
該
取
消
決
定
又
は
審
決
が
確
定

あ
つ
た
と
き
は
、
特
許
権
の
効
力
は
、
当
該
取
消
決
定
又
は
審
決
が
確
定

し
た
後
再
審
の
請
求
の
登
録
前
に
お
け
る
次
に
掲
げ
る
行
為
に
は
、
及
ば

し
た
後
再
審
の
請
求
の
登
録
前
に
お
け
る
次
に
掲
げ
る
行
為
に
は
、
及
ば

な
い
。

な
い
。



一

（
略
）

一

（
略
）

二

特
許
が
物
の
発
明
に
つ
い
て
さ
れ
て
い
る
場
合
に
お
い
て
、
善
意
に

二

特
許
が
物
の
発
明
に
つ
い
て
さ
れ
て
い
る
場
合
に
お
い
て
、
善
意
に

、
そ
の
物
の
生
産
に
用
い
る
物
の
生
産
、
譲
渡
等
若
し
く
は
輸
入
又
は

、
そ
の
物
の
生
産
に
の
み
用
い
る
物
の
生
産
、
譲
渡
等
若
し
く
は
輸
入

譲
渡
等
の
申
出
を
し
た
行
為

又
は
譲
渡
等
の
申
出
を
し
た
行
為

三

特
許
が
方
法
の
発
明
に
つ
い
て
さ
れ
て
い
る
場
合
に
お
い
て
、
善
意

三

特
許
が
方
法
の
発
明
に
つ
い
て
さ
れ
て
い
る
場
合
に
お
い
て
、
善
意

に
、
そ
の
方
法
の
使
用
に
用
い
る
物
の
生
産
、
譲
渡
等
若
し
く
は
輸
入

に
、
そ
の
方
法
の
使
用
に
の
み
用
い
る
物
の
生
産
、
譲
渡
等
若
し
く
は

又
は
譲
渡
等
の
申
出
を
し
た
行
為

輸
入
又
は
譲
渡
等
の
申
出
を
し
た
行
為

（
国
際
出
願
に
係
る
願
書
、
明
細
書
等
の
効
力
等
）

（
国
際
出
願
に
係
る
願
書
、
明
細
書
等
の
効
力
等
）

第
百
八
十
四
条
の
六

（
略
）

第
百
八
十
四
条
の
六

（
略
）

２

日
本
語
で
さ
れ
た
国
際
特
許
出
願
（
以
下
「
日
本
語
特
許
出
願
」
と
い

２

日
本
語
で
さ
れ
た
国
際
特
許
出
願
（
以
下
「
日
本
語
特
許
出
願
」
と
い

う

）
に
係
る
国
際
出
願
日
に
お
け
る
明
細
書
及
び
外
国
語
特
許
出
願
に

う

）
に
係
る
国
際
出
願
日
に
お
け
る
明
細
書
及
び
請
求
の
範
囲
並
び
に

。

。

係
る
国
際
出
願
日
に
お
け
る
明
細
書
の
翻
訳
文
は
第
三
十
六
条
第
二
項
の

外
国
語
特
許
出
願
に
係
る
国
際
出
願
日
に
お
け
る
明
細
書
及
び
請
求
の
範

規
定
に
よ
り
願
書
に
添
付
し
て
提
出
し
た
明
細
書
と
、
日
本
語
特
許
出
願

囲
の
翻
訳
文
は
第
三
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
願
書
に
添
付
し
て
提

に
係
る
国
際
出
願
日
に
お
け
る
請
求
の
範
囲
及
び
外
国
語
特
許
出
願
に
係

出
し
た
明
細
書
と
、
日
本
語
特
許
出
願
に
係
る
国
際
出
願
日
に
お
け
る
請

る
国
際
出
願
日
に
お
け
る
請
求
の
範
囲
の
翻
訳
文
は
同
項
の
規
定
に
よ
り

求
の
範
囲
及
び
外
国
語
特
許
出
願
に
係
る
国
際
出
願
日
に
お
け
る
請
求
の

願
書
に
添
付
し
て
提
出
し
た
特
許
請
求
の
範
囲
と
、
日
本
語
特
許
出
願
に

範
囲
の
翻
訳
文
は
同
項
の
規
定
に
よ
り
願
書
に
添
付
し
て
提
出
し
た
明
細

係
る
国
際
出
願
日
に
お
け
る
図
面
並
び
に
外
国
語
特
許
出
願
に
係
る
国
際

書
に
記
載
し
た
特
許
請
求
の
範
囲
と
、
日
本
語
特
許
出
願
に
係
る
国
際
出

出
願
日
に
お
け
る
図
面
（
図
面
の
中
の
説
明
を
除
く

）
及
び
図
面
の
中

願
日
に
お
け
る
図
面
並
び
に
外
国
語
特
許
出
願
に
係
る
国
際
出
願
日
に
お

。

の
説
明
の
翻
訳
文
は
同
項
の
規
定
に
よ
り
願
書
に
添
付
し
て
提
出
し
た
図

け
る
図
面
（
図
面
の
中
の
説
明
を
除
く

）
及
び
図
面
の
中
の
説
明
の
翻

。

面
と
、
日
本
語
特
許
出
願
に
係
る
要
約
及
び
外
国
語
特
許
出
願
に
係
る
要

訳
文
は
同
項
の
規
定
に
よ
り
願
書
に
添
付
し
て
提
出
し
た
図
面
と
、
日
本

約
の
翻
訳
文
は
同
項
の
規
定
に
よ
り
願
書
に
添
付
し
て
提
出
し
た
要
約
書

語
特
許
出
願
に
係
る
要
約
及
び
外
国
語
特
許
出
願
に
係
る
要
約
の
翻
訳
文

と
み
な
す
。

は
同
項
の
規
定
に
よ
り
願
書
に
添
付
し
て
提
出
し
た
要
約
書
と
み
な
す
。

３

第
百
八
十
四
条
の
四
第
二
項
又
は
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
条
約
第
十
九

３

第
百
八
十
四
条
の
四
第
二
項
又
は
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
条
約
第
十
九

条

の
規
定
に
基
づ
く
補
正
後
の
請
求
の
範
囲
の
翻
訳
文
が
提
出
さ
れ
た

条

の
規
定
に
基
づ
く
補
正
後
の
請
求
の
範
囲
の
翻
訳
文
が
提
出
さ
れ
た

( )1

( )1

場
合
は
、
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
補
正
後
の
請
求
の
範
囲
の

場
合
は
、
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
国
際
出
願
日
に
お
け
る
明
細
書

翻
訳
文
を
第
三
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
願
書
に
添
付
し
て
提
出
し

の
翻
訳
文
及
び
当
該
補
正
後
の
請
求
の
範
囲
の
翻
訳
文
を
第
三
十
六
条
第

た
特
許
請
求
の
範
囲
と
み
な
す
。

二
項
の
規
定
に
よ
り
願
書
に
添
付
し
て
提
出
し
た
明
細
書
と
、
当
該
補
正

後
の
請
求
の
範
囲
の
翻
訳
文
を
同
項
の
規
定
に
よ
り
願
書
に
添
付
し
て
提

出
し
た
明
細
書
に
記
載
し
た
特
許
請
求
の
範
囲
と
み
な
す
。

（
日
本
語
特
許
出
願
に
係
る
条
約
第
十
九
条
に
基
づ
く
補
正
）

（
日
本
語
特
許
出
願
に
係
る
条
約
第
十
九
条
に
基
づ
く
補
正
）



第
百
八
十
四
条
の
七

（
略
）

第
百
八
十
四
条
の
七

（
略
）

２

前
項
の
規
定
に
よ
り
補
正
書
の
写
し
が
提
出
さ
れ
た
と
き
は
、
そ
の
補

２

前
項
の
規
定
に
よ
り
補
正
書
の
写
し
が
提
出
さ
れ
た
と
き
は
、
そ
の
補

正
書
の
写
し
に
よ
り
、
願
書
に
添
付
し
た
特
許
請
求
の
範
囲
に
つ
い
て
第

正
書
の
写
し
に
よ
り
、
願
書
に
添
付
し
た
明
細
書
に
記
載
し
た
特
許
請
求

十
七
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
補
正
が
さ
れ
た
も
の
と
み
な
す
。
た

の
範
囲
に
つ
い
て
第
十
七
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
補
正
が
さ
れ
た

だ
し
、
条
約
第
二
十
条
の
規
定
に
基
づ
き
前
項
に
規
定
す
る
期
間
内
に
補

も
の
と
み
な
す
。
た
だ
し
、
条
約
第
二
十
条
の
規
定
に
基
づ
き
前
項
に
規

正
書
が
特
許
庁
に
送
達
さ
れ
た
と
き
は
、
そ
の
補
正
書
に
よ
り
、
補
正
が

定
す
る
期
間
内
に
補
正
書
が
特
許
庁
に
送
達
さ
れ
た
と
き
は
、
そ
の
補
正

さ
れ
た
も
の
と
み
な
す
。

書
に
よ
り
、
補
正
が
さ
れ
た
も
の
と
み
な
す
。

３

（
略
）

３

（
略
）

（
条
約
第
三
十
四
条
に
基
づ
く
補
正
）

（
条
約
第
三
十
四
条
に
基
づ
く
補
正
）

第
百
八
十
四
条
の
八

（
略
）

第
百
八
十
四
条
の
八

（
略
）

２

前
項
の
規
定
に
よ
り
補
正
書
の
写
し
又
は
補
正
書
の
翻
訳
文
が
提
出
さ

２

前
項
の
規
定
に
よ
り
補
正
書
の
写
し
又
は
補
正
書
の
翻
訳
文
が
提
出
さ

れ
た
と
き
は
、
そ
の
補
正
書
の
写
し
又
は
補
正
書
の
翻
訳
文
に
よ
り
、
願

れ
た
と
き
は
、
そ
の
補
正
書
の
写
し
又
は
補
正
書
の
翻
訳
文
に
よ
り
、
願

書
に
添
付
し
た
明
細
書
、
特
許
請
求
の
範
囲
又
は
図
面
に
つ
い
て
第
十
七

書
に
添
付
し
た
明
細
書
又
は
図
面
に
つ
い
て
第
十
七
条
の
二
第
一
項
の
規

条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
補
正
が
さ
れ
た
も
の
と
み
な
す
。
た
だ
し

定
に
よ
る
補
正
が
さ
れ
た
も
の
と
み
な
す
。
た
だ
し
、
日
本
語
特
許
出
願

、
日
本
語
特
許
出
願
に
係
る
補
正
に
つ
き
条
約
第
三
十
六
条

の
規
定

に
係
る
補
正
に
つ
き
条
約
第
三
十
六
条

の
規
定
に
基
づ
き
前
項
に
規

( )3
( )a

( )3
( )a

に
基
づ
き
前
項
に
規
定
す
る
期
間
内
に
補
正
書
が
特
許
庁
に
送
達
さ
れ
た

定
す
る
期
間
内
に
補
正
書
が
特
許
庁
に
送
達
さ
れ
た
と
き
は
、
そ
の
補
正

と
き
は
、
そ
の
補
正
書
に
よ
り
、
補
正
が
さ
れ
た
も
の
と
み
な
す
。

書
に
よ
り
、
補
正
が
さ
れ
た
も
の
と
み
な
す
。

３

（
略
）

３

（
略
）

４

第
二
項
の
規
定
に
よ
り
外
国
語
特
許
出
願
に
係
る
願
書
に
添
付
し
た
明

４

第
二
項
の
規
定
に
よ
り
外
国
語
特
許
出
願
に
係
る
願
書
に
添
付
し
た
明

細
書
、
特
許
請
求
の
範
囲
又
は
図
面
に
つ
い
て
第
十
七
条
の
二
第
一
項
の

細
書
又
は
図
面
に
つ
い
て
第
十
七
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
補
正
が

規
定
に
よ
る
補
正
が
さ
れ
た
も
の
と
み
な
さ
れ
た
と
き
は
、
そ
の
補
正
は

さ
れ
た
も
の
と
み
な
さ
れ
た
と
き
は
、
そ
の
補
正
は
同
条
第
二
項
の
誤
訳

同
条
第
二
項
の
誤
訳
訂
正
書
を
提
出
し
て
さ
れ
た
も
の
と
み
な
す
。

訂
正
書
を
提
出
し
て
さ
れ
た
も
の
と
み
な
す
。

（
補
正
の
特
例
）

（
補
正
の
特
例
）

第
百
八
十
四
条
の
十
二

（
略
）

第
百
八
十
四
条
の
十
二

（
略
）

２

外
国
語
特
許
出
願
に
係
る
明
細
書
、
特
許
請
求
の
範
囲
又
は
図
面
に
つ

２

外
国
語
特
許
出
願
に
係
る
明
細
書
又
は
図
面
に
つ
い
て
補
正
が
で
き
る

い
て
補
正
が
で
き
る
範
囲
に
つ
い
て
は
、
第
十
七
条
の
二
第
二
項
中
「
第

範
囲
に
つ
い
て
は
、
第
十
七
条
の
二
第
二
項
中
「
第
三
十
六
条
の
二
第
二

三
十
六
条
の
二
第
二
項
の
外
国
語
書
面
出
願
」
と
あ
る
の
は
「
第
百
八
十

項
の
外
国
語
書
面
出
願
」
と
あ
る
の
は
「
第
百
八
十
四
条
の
四
第
一
項
の

四
条
の
四
第
一
項
の
外
国
語
特
許
出
願
」
と
、
同
条
第
三
項
中
「
願
書
に

外
国
語
特
許
出
願
」
と
、
同
条
第
三
項
中
「
願
書
に
最
初
に
添
付
し
た
明

最
初
に
添
付
し
た
明
細
書
、
特
許
請
求
の
範
囲
又
は
図
面
（
第
三
十
六
条

細
書
文
は
図
面
（
第
三
十
六
条
の
二
第
二
項
の
外
国
語
書
面
出
願
に
あ
つ

の
二
第
二
項
の
外
国
語
書
面
出
願
に
あ
つ
て
は
、
同
条
第
四
項
の
規
定
に

て
は
、
同
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
明
細
書
及
び
図
面
と
み
な
さ
れ
た
同



よ
り
明
細
書
、
特
許
請
求
の
範
囲
及
び
図
面
と
み
な
さ
れ
た
同
条
第
二
項

条
第
二
項
に
規
定
す
る
外
国
語
書
面
の
翻
訳
文
（
誤
訳
訂
正
書
を
提
出
し

に
規
定
す
る
外
国
語
書
面
の
翻
訳
文
（
誤
訳
訂
正
書
を
提
出
し
て
明
細
書

て
明
細
書
又
は
図
面
に
つ
い
て
補
正
を
し
た
場
合
に
あ
つ
て
は
、
翻
訳
文

、
特
許
請
求
の
範
囲
又
は
図
面
に
つ
い
て
補
正
を
し
た
場
合
に
あ
つ
て
は

又
は
当
該
補
正
後
の
明
細
書
若
し
く
は
図
面

」
と
あ
る
の
は
「
第
百

））

、
翻
訳
文
又
は
当
該
補
正
後
の
明
細
書
、
特
許
請
求
の
範
囲
若
し
く
は
図

八
十
四
条
の
四
第
一
項
の
国
際
出
願
日
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
国
際

面

」
と
あ
る
の
は
「
第
百
八
十
四
条
の
四
第
一
項
の
国
際
出
願
日
（
以

出
願
日
」
と
い
う

）
に
お
け
る
第
百
八
十
四
条
の
三
第
二
項
の
国
際
特

））

。

下
こ
の
項
に
お
い
て
「
国
際
出
願
日
」
と
い
う

）
に
お
け
る
第
百
八
十

許
出
願
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
国
際
特
許
出
願
」
と
い
う

）
の
明

。

。

四
条
の
三
第
二
項
の
国
際
特
許
出
願
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
国
際
特

細
書
若
し
く
は
図
面
（
図
面
の
中
の
説
明
に
限
る

）
の
第
百
八
十
四
条

。

許
出
願
」
と
い
う

）
の
明
細
書
若
し
く
は
図
面
（
図
面
の
中
の
説
明
に

の
四
第
一
項
の
翻
訳
文
、
国
際
出
願
日
に
お
け
る
国
際
特
許
出
願
の
請
求

。

限
る

）
の
第
百
八
十
四
条
の
四
第
一
項
の
翻
訳
文
、
国
際
出
願
日
に
お

の
範
囲
の
同
項
の
翻
訳
文
（
同
条
第
二
項
又
は
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
千

。

け
る
国
際
特
許
出
願
の
請
求
の
範
囲
の
同
項
の
翻
訳
文
（
同
条
第
二
項
又

九
百
七
十
年
六
月
十
九
日
に
ワ
シ
ン
ト
ン
で
作
成
さ
れ
た
特
許
協
力
条
約

は
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
千
九
百
七
十
年
六
月
十
九
日
に
ワ
シ
ン
ト
ン
で

第
十
九
条

の
規
定
に
基
づ
く
補
正
後
の
請
求
の
範
囲
の
翻
訳
文
が
提
出

( )1

作
成
さ
れ
た
特
許
協
力
条
約
第
十
九
条

の
規
定
に
基
づ
く
補
正
後
の
請

さ
れ
た
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
翻
訳
文
）
又
は
国
際
出
願
日
に
お
け
る

( )1

求
の
範
囲
の
翻
訳
文
が
提
出
さ
れ
た
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
翻
訳
文
）

国
際
特
許
出
願
の
図
面
（
図
面
の
中
の
説
明
を
除
く

（
以
下
こ
の
項

。）

又
は
国
際
出
願
日
に
お
け
る
国
際
特
許
出
願
の
図
面
（
図
面
の
中
の
説
明

に
お
い
て
「
翻
訳
文
等
」
と
い
う

（
誤
訳
訂
正
書
を
提
出
し
て
明
細

。）

を
除
く

（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
翻
訳
文
等
」
と
い
う

（
誤
訳

書
又
は
図
面
に
つ
い
て
補
正
を
し
た
場
合
に
あ
つ
て
は
、
翻
訳
文
等
又
は

。）

。）

訂
正
書
を
提
出
し
て
明
細
書
、
特
許
請
求
の
範
囲
又
は
図
面
に
つ
い
て
補

当
該
補
正
後
の
明
細
書
若
し
く
は
図
面

」
と
す
る
。

）

正
を
し
た
場
合
に
あ
つ
て
は
、
翻
訳
文
等
又
は
当
該
補
正
後
の
明
細
書
、

特
許
請
求
の
範
囲
若
し
く
は
図
面

」
と
す
る
。

）

３

（
略
）

３

（
略
）

（
特
許
要
件
の
特
例
）

（
特
許
要
件
の
特
例
）

第
百
八
十
四
条
の
十
三

第
二
十
九
条
の
二
に
規
定
す
る
他
の
特
許
出
願
又

第
百
八
十
四
条
の
十
三

第
二
十
九
条
の
二
に
規
定
す
る
他
の
特
許
出
願
又

は
実
用
新
案
登
録
出
願
が
国
際
特
許
出
願
又
は
実
用
新
案
法
第
四
十
八
条

は
実
用
新
案
登
録
出
願
が
国
際
特
許
出
願
又
は
実
用
新
案
法
第
四
十
八
条

の
三
第
二
項
の
国
際
実
用
新
案
登
録
出
願
で
あ
る
場
合
に
お
け
る
第
二
十

の
三
第
二
項
の
国
際
実
用
新
案
登
録
出
願
で
あ
る
場
合
に
お
け
る
第
二
十

九
条
の
二
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
条
中
「
他
の
特
許
出
願
又
は

九
条
の
二
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
条
中
「
他
の
特
許
出
願
又
は

実
用
新
案
登
録
出
願
で
あ
つ
て
」
と
あ
る
の
は
「
他
の
特
許
出
願
又
は
実

実
用
新
案
登
録
出
願
で
あ
つ
て
」
と
あ
る
の
は
「
他
の
特
許
出
願
又
は
実

用
新
案
登
録
出
願
（
第
百
八
十
四
条
の
四
第
三
項
又
は
実
用
新
案
法
第
四

用
新
案
登
録
出
願
（
第
百
八
十
四
条
の
四
第
三
項
又
は
実
用
新
案
法
第
四

十
八
条
の
四
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
取
り
下
げ
ら
れ
た
も
の
と
み
な
さ
れ

十
八
条
の
四
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
取
り
下
げ
ら
れ
た
も
の
と
み
な
さ
れ

た
第
百
八
十
四
条
の
四
第
一
項
の
外
国
語
特
許
出
願
又
は
同
法
第
四
十
八

た
第
百
八
十
四
条
の
四
第
一
項
の
外
国
語
特
許
出
願
又
は
同
法
第
四
十
八

条
の
四
第
一
項
の
外
国
語
実
用
新
案
登
録
出
願
を
除
く

）
で
あ
つ
て
」

条
の
四
第
一
項
の
外
国
語
実
用
新
案
登
録
出
願
を
除
く

）
で
あ
つ
て
」

。

。

と

「
出
願
公
開
又
は
」
と
あ
る
の
は
「
出
願
公
開

」
と

「
発
行
が
」

と

「
出
願
公
開
又
は
」
と
あ
る
の
は
「
出
願
公
開

」
と

「
発
行
が
」

、

、

、

、

、

、

と
あ
る
の
は
「
発
行
又
は
千
九
百
七
十
年
六
月
十
九
日
に
ワ
シ
ン
ト
ン
で

と
あ
る
の
は
「
発
行
又
は
千
九
百
七
十
年
六
月
十
九
日
に
ワ
シ
ン
ト
ン
で



作
成
さ
れ
た
特
許
協
力
条
約
第
二
十
一
条
に
規
定
す
る
国
際
公
開
が
」
と

作
成
さ
れ
た
特
許
協
力
条
約
第
二
十
一
条
に
規
定
す
る
国
際
公
開
が
」
と

「
願
書
に
最
初
に
添
付
し
た
明
細
書
、
特
許
請
求
の
範
囲
若
し
く
は
実

「
願
書
に
最
初
に
添
付
し
た
明
細
書
又
は
図
面
」
と
あ
る
の
は
「
第
百

、

、

用
新
案
登
録
請
求
の
範
囲
又
は
図
面
」
と
あ
る
の
は
「
第
百
八
十
四
条
の

八
十
四
条
の
四
第
一
項
又
は
実
用
新
案
法
第
四
十
八
条
の
四
第
一
項
の
国

四
第
一
項
又
は
実
用
新
案
法
第
四
十
八
条
の
四
第
一
項
の
国
際
出
願
日
に

際
出
願
日
に
お
け
る
国
際
出
願
の
明
細
書
、
請
求
の
範
囲
又
は
図
面
」
と

お
け
る
国
際
出
願
の
明
細
書
、
請
求
の
範
囲
又
は
図
面
」
と
す
る
。

す
る
。

（
特
許
出
願
等
に
基
づ
く
優
先
権
主
張
の
特
例
）

（
特
許
出
願
等
に
基
づ
く
優
先
権
主
張
の
特
例
）

第
百
八
十
四
条
の
十
五

（
略
）

第
百
八
十
四
条
の
十
五

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

３

外
国
語
特
許
出
願
に
つ
い
て
の
第
四
十
一
条
第
三
項
の
規
定
の
適
用
に

３

外
国
語
特
許
出
願
に
つ
い
て
の
第
四
十
一
条
第
三
項
の
規
定
の
適
用
に

つ
い
て
は
、
同
項
中
「
特
許
出
願
の
願
書
に
最
初
に
添
付
し
た
明
細
書
、

つ
い
て
は
、
同
項
中
「
特
許
出
願
の
願
書
に
最
初
に
添
付
し
た
明
細
書
又

特
許
請
求
の
範
囲
又
は
図
面
」
と
あ
る
の
は
「
第
百
八
十
四
条
の
四
第
一

は
図
面
」
と
あ
る
の
は
「
第
百
八
十
四
条
の
四
第
一
項
の
国
際
出
願
日
に

項
の
国
際
出
願
日
に
お
け
る
国
際
出
願
の
明
細
書
、
請
求
の
範
囲
又
は
図

お
け
る
国
際
出
願
の
明
細
書
、
請
求
の
範
囲
又
は
図
面
」
と

「
又
は
出

、

面
」
と

「
又
は
出
願
公
開
」
と
あ
る
の
は
「
又
は
千
九
百
七
十
年
六
月

願
公
開
」
と
あ
る
の
は
「
又
は
千
九
百
七
十
年
六
月
十
九
日
に
ワ
シ
ン
ト

、

十
九
日
に
ワ
シ
ン
ト
ン
で
作
成
さ
れ
た
特
許
協
力
条
約
第
二
十
一
条
に
規

ン
で
作
成
さ
れ
た
特
許
協
力
条
約
第
二
十
一
条
に
規
定
す
る
国
際
公
開
」

定
す
る
国
際
公
開
」
と
す
る
。

と
す
る
。

４

第
四
十
一
条
第
一
項
の
先
の
出
願
が
国
際
特
許
出
願
又
は
実
用
新
案
法

４

第
四
十
一
条
第
一
項
の
先
の
出
願
が
国
際
特
許
出
願
又
は
実
用
新
案
法

第
四
十
八
条
の
三
第
二
項
の
国
際
実
用
新
案
登
録
出
願
で
あ
る
場
合
に
お

第
四
十
八
条
の
三
第
二
項
の
国
際
実
用
新
案
登
録
出
願
で
あ
る
場
合
に
お

け
る
第
四
十
一
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
及
び
第
四
十
二
条
第
一
項
の

け
る
第
四
十
一
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
及
び
第
四
十
二
条
第
一
項
の

規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
第
四
十
一
条
第
一
項
及
び
第
二
項
中
「
願
書

規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
第
四
十
一
条
第
一
項
及
び
第
二
項
中
「
願
書

に
最
初
に
添
付
し
た
明
細
書
、
特
許
請
求
の
範
囲
若
し
く
は
実
用
新
案
登

に
最
初
に
添
付
し
た
明
細
書
又
は
図
面
」
と
あ
る
の
は
「
第
百
八
十
四
条

録
請
求
の
範
囲
又
は
図
面
」
と
あ
る
の
は
「
第
百
八
十
四
条
の
四
第
一
項

の
四
第
一
項
又
は
実
用
新
案
法
第
四
十
八
条
の
四
第
一
項
の
国
際
出
願
日

又
は
実
用
新
案
法
第
四
十
八
条
の
四
第
一
項
の
国
際
出
願
日
に
お
け
る
国

に
お
け
る
国
際
出
願
の
明
細
書
、
請
求
の
範
囲
又
は
図
面
」
と
、
同
条
第

際
出
願
の
明
細
書
、
請
求
の
範
囲
又
は
図
面
」
と
、
同
条
第
三
項
中
「
先

三
項
中
「
先
の
出
願
の
願
書
に
最
初
に
添
付
し
た
明
細
書
又
は
図
面
」
と

の
出
願
の
願
書
に
最
初
に
添
付
し
た
明
細
書
、
特
許
請
求
の
範
囲
若
し
く

あ
る
の
は
「
先
の
出
願
の
第
百
八
十
四
条
の
四
第
一
項
又
は
実
用
新
案
法

は
実
用
新
案
登
録
請
求
の
範
囲
又
は
図
面
」
と
あ
る
の
は
「
先
の
出
願
の

第
四
十
八
条
の
四
第
一
項
の
国
際
出
願
日
に
お
け
る
国
際
出
願
の
明
細
書

第
百
八
十
四
条
の
四
第
一
項
又
は
実
用
新
案
法
第
四
十
八
条
の
四
第
一
項

、
請
求
の
範
囲
又
は
図
面
」
と

「
に
つ
い
て
出
願
公
開
」
と
あ
る
の
は

、

の
国
際
出
願
日
に
お
け
る
国
際
出
願
の
明
細
書

請
求
の
範
囲
又
は
図
面

「
に
つ
い
て
千
九
百
七
十
年
六
月
十
九
日
に
ワ
シ
ン
ト
ン
で
作
成
さ
れ
た

、

」

と

「
に
つ
い
て
出
願
公
開
」
と
あ
る
の
は
「
に
つ
い
て
千
九
百
七
十
年

特
許
協
力
条
約
第
二
十
一
条
に
規
定
す
る
国
際
公
開
」
と
、
第
四
十
二
条

、
六
月
十
九
日
に
ワ
シ
ン
ト
ン
で
作
成
さ
れ
た
特
許
協
力
条
約
第
二
十
一
条

第
一
項
中
「
そ
の
出
願
の
日
か
ら
一
年
三
月
を
経
過
し
た
時
」
と
あ
る
の

に
規
定
す
る
国
際
公
開
」
と
、
第
四
十
二
条
第
一
項
中
「
そ
の
出
願
の
日

は
「
第
百
八
十
四
条
の
四
第
四
項
若
し
く
は
実
用
新
案
法
第
四
十
八
条
の

か
ら
一
年
三
月
を
経
過
し
た
時
」
と
あ
る
の
は
「
第
百
八
十
四
条
の
四
第

四
第
四
項
の
国
内
処
理
基
準
時
又
は
第
百
八
十
四
条
の
四
第
一
項
若
し
く



四
項
若
し
く
は
実
用
新
案
法
第
四
十
八
条
の
四
第
四
項
の
国
内
処
理
基
準

は
同
法
第
四
十
八
条
の
四
第
一
項
の
国
際
出
願
日
か
ら
一
年
三
月
を
経
過

時
又
は
第
百
八
十
四
条
の
四
第
一
項
若
し
く
は
同
法
第
四
十
八
条
の
四
第

し
た
時
の
い
ず
れ
か
遅
い
時
」
と
す
る
。

一
項
の
国
際
出
願
日
か
ら
一
年
三
月
を
経
過
し
た
時
の
い
ず
れ
か
遅
い

時
」
と
す
る
。

（
証
明
等
の
請
求
）

（
証
明
等
の
請
求
）

第
百
八
十
六
条

何
人
も
、
特
許
庁
長
官
に
対
し
、
特
許
に
関
し
、
証
明
、

第
百
八
十
六
条

何
人
も
、
特
許
庁
長
官
に
対
し
、
特
許
に
関
し
、
証
明
、

書
類
の
謄
本
若
し
く
は
抄
本
の
交
付
、
書
類
の
閲
覧
若
し
く
は
謄
写
又
は

書
類
の
謄
本
若
し
く
は
抄
本
の
交
付
、
書
類
の
閲
覧
若
し
く
は
謄
写
又
は

特
許
原
簿
の
う
ち
磁
気
テ
ー
プ
を
も
つ
て
調
製
し
た
部
分
に
記
録
さ
れ
て

特
許
原
簿
の
う
ち
磁
気
テ
ー
プ
を
も
つ
て
調
製
し
た
部
分
に
記
録
さ
れ
て

い
る
事
項
を
記
載
し
た
書
類
の
交
付
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ

い
る
事
項
を
記
載
し
た
書
類
の
交
付
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ

し
、
次
に
掲
げ
る
書
類
に
つ
い
て
は
、
特
許
庁
長
官
が
秘
密
を
保
持
す
る

し
、
次
に
掲
げ
る
書
類
に
つ
い
て
は
、
特
許
庁
長
官
が
秘
密
を
保
持
す
る

必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

一

願
書
、
願
書
に
添
付
し
た
明
細
書
、
特
許
請
求
の
範
囲
、
図
面
若
し

一

願
書
、
願
書
に
添
付
し
た
明
細
書
、
図
面
若
し
く
は
要
約
書
若
し
く

く
は
要
約
書
若
し
く
は
外
国
語
書
面
若
し
く
は
外
国
語
要
約
書
面
若
し

は
外
国
語
書
面
若
し
く
は
外
国
語
要
約
書
面
若
し
く
は
特
許
出
願
の
審

く
は
特
許
出
願
の
審
査
に
係
る
書
類
（
特
許
権
の
設
定
の
登
録
又
は
出

査
に
係
る
書
類
（
特
許
権
の
設
定
の
登
録
又
は
出
願
公
開
が
さ
れ
た
も

願
公
開
が
さ
れ
た
も
の
を
除
く

）
又
は
第
六
十
七
条
の
二
第
二
項
の

の
を
除
く

）
又
は
第
六
十
七
条
の
二
第
二
項
の
資
料

。

。

資
料

二
〜
五

（
略
）

二
〜
五

（
略
）

２
〜
３

（
略
）

２
〜
３

（
略
）

（
特
許
公
報
）

（
特
許
公
報
）

第
百
九
十
三
条

（
略
）

第
百
九
十
三
条

（
略
）

２

特
許
公
報
に
は
、
こ
の
法
律
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
次
に
掲
げ
る

２

特
許
公
報
に
は
、
こ
の
法
律
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
次
に
掲
げ
る

事
項
を
掲
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

事
項
を
掲
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
〜
二

（
略
）

一
〜
二

（
略
）

三

出
願
公
開
後
に
お
け
る
第
十
七
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
願
書

三

出
願
公
開
後
に
お
け
る
第
十
七
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
願
書

に
添
付
し
た
明
細
書
、
特
許
請
求
の
範
囲
又
は
図
面
の
補
正
（
同
項
た

に
添
付
し
た
明
細
書
又
は
図
面
の
補
正
（
同
項
た
だ
し
書
各
号
の
規
定

だ
し
書
各
号
の
規
定
に
よ
り
し
た
も
の
に
あ
つ
て
は
、
誤
訳
訂
正
書
の

に
よ
り
し
た
も
の
に
あ
つ
て
は
、
誤
訳
訂
正
書
の
提
出
に
よ
る
も
の
に

提
出
に
よ
る
も
の
に
限
る

）

限
る

）

。

。

四
〜
六

（
略
）

四
〜
六

（
略
）

七

訂
正
し
た
明
細
書
及
び
特
許
請
求
の
範
囲
に
記
載
し
た
事
項
並
び
に

七

訂
正
し
た
明
細
書
に
記
載
し
た
事
項
及
び
図
面
の
内
容
（
訂
正
を
す

図
面
の
内
容
（
訂
正
を
す
べ
き
旨
の
確
定
し
た
決
定
又
は
確
定
審
決
が

べ
き
旨
の
確
定
し
た
決
定
又
は
確
定
審
決
が
あ
つ
た
も
の
に
限
る

）。



あ
つ
た
も
の
に
限
る

）。

八
〜
九

（
略
）

八
〜
九

（
略
）

（
手
数
料
）

（
手
数
料
）

第
百
九
十
五
条

（
略
）

第
百
九
十
五
条

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

３

特
許
出
願
人
で
な
い
者
が
出
願
審
査
の
請
求
を
し
た
後
に
お
い
て
、
当

３

特
許
出
願
人
で
な
い
者
が
出
願
審
査
の
請
求
を
し
た
後
に
お
い
て
、
当

該
特
許
出
願
の
願
書
に
添
付
し
た
特
許
請
求
の
範
囲
に
つ
い
て
し
た
補
正

該
特
許
出
願
の
願
書
に
添
付
し
た
明
細
書
に
つ
い
て
し
た
補
正
に
よ
り
請

に
よ
り
請
求
項
の
数
が
増
加
し
た
と
き
は
、
そ
の
増
加
し
た
請
求
項
に
つ

求
項
の
数
が
増
加
し
た
と
き
は
、
そ
の
増
加
し
た
請
求
項
に
つ
い
て
前
項

い
て
前
項
の
規
定
に
よ
り
納
付
す
べ
き
出
願
審
査
の
請
求
の
手
数
料
は
、

の
規
定
に
よ
り
納
付
す
べ
き
出
願
審
査
の
請
求
の
手
数
料
は
、
同
項
の
規

同
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
特
許
出
願
人
が
納
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

定
に
か
か
わ
ら
ず
、
特
許
出
願
人
が
納
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

い
。

４
〜

（
略
）

４
〜

（
略
）

10

10

別
表
（
第
百
九
十
五
条
関
係
）

別
表
（
第
百
九
十
五
条
関
係
）

納
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
者

金

額

納
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
者

金

額

一
〜
六

（
略
）

一
〜
六

（
略
）

七

誤
訳
訂
正
書
を
提
出
し
て
明
細
書

一
件
に
つ
き
一
万
九
千
円

七

誤
訳
訂
正
書
を
提
出
し
て
明
細
書

一
件
に
つ
き
一
万
九
千
円

、
特
許
請
求
の
範
囲
又
は
図
面
に

又
は
図
面
に
つ
い
て
補
正
を
す
る

つ
い
て
補
正
を
す
る
者

者

八
〜
十
四

（
略
）

八
〜
十
四

（
略
）

十
五

明
細
書
、
特
許
請
求
の
範
囲
又
は

一
件
に
つ
き
四
万
九
千
五
百

十
五

明
細
書
又
は
図
面
の
訂
正
の
請
求

一
件
に
つ
き
四
万
九
千
五
百

図
面
の
訂
正
の
請
求
を
す
る
者

円
に
一
請
求
項
に
つ
き
五
千

を
す
る
者

円
に
一
請
求
項
に
つ
き
五
千

五
百
円
を
加
え
た
額

五
百
円
を
加
え
た
額

十
六

（
略
）

十
六

（
略
）




